
助成金 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
今回は、7種類の助成金についてご紹介をさせて頂きます。厚生労働省が提供している助成金は、雇用の安定や職場環境の改善または、従業員の能力向上といったものが目的として、用意されています。というのも雇用保険では、付帯事業として失業の予防や能力の開発・向上といったことを促進することが、目的だからです。 本日、ご紹介する助成金の他にも雇用保険では、教育訓練給付金といった、　学び直しを目的とした　給付も用意されています。　ご活用いただきスキルアップをしていただけると　いいのではないでしょうか。



1.雇用調整助成金 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
まずは雇用調整助成金のご説明をさせていただきます。新型コロナウイルスによって活用されたのが、この助成金ですね。目的は雇用の継続です。従業員の働く意思と能力があるけれども使用者の帰すべき理由により休業を余儀なくされた場合は、休業手当を支払わなければ　いけません。休業手当を支払い　売上などの要件が　合えばこの助成金が　活用できます。今回特例で、要件や助成率が、　大幅に緩和されたり申請の簡素化がされ、利用しやすくなりました。日々要件が　変更されることも　ありますので今後も、厚生労働省のホームページをご確認ください。また特例期間が、12月末日までに延長されています。　　　　　　　　　　　　　（パンフレットをご覧ください。どうしたらもらえるの？の①です。売上が下がり　従業員を休業させる必要があった時に　活用できますが、売上の比較は、前年の同じ月と比較して５％以上、減少していることが、要件の１つです。よくご相談頂くのは「うちは売上が５０％も下がってないから助成金は受けれない。」とお聞きしますが、コロナ関連の助成金はたくさんあり、持続化給付金と要件が混在しているようです。前年同月の５％減少です。勘違いで申請しないことがないように注意が必要ですね。Ｓｔｅｐ１をご覧ください。休業は1日でも一部の時間単位でも累計して申請することができます。また皆さんは、法定三帳簿ということばを聞いたことがございますでしょうか？・労働者名簿、賃金台帳、出勤簿です。出勤簿は、不適正な運用がされて、トラブルになっているケースが多いです。出勤簿は賃金を支払う上での大切な基準です。必ず適正に記録してください。（未払賃金の時効が2年か3年に延長されています。トラブルになり、3年前にさかのぼって請求されないためにもかならず適正に記録してください。）



2.小学校休業等対応助成金 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に新型コロナウイルス感染症による　小学校休業等対応助成金です こちらの助成金は、お子さんの世話を　　保護者として　　行うことが　　必要になった労働者に労働基準法で定められている　年次　有給休暇とは別に　賃金を全額支給して、　休暇を取得させた　事業主が　対象です。 対象期間は、令和2年2月27日から12月31日の休暇が対象です。 4/1以降であれば、15000円を上限額として、実際に賃金を支払った額が　助成されます。資料の右側をご覧ください。①は新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業した小学校等に通うお子様②は新型コロナウイルスに実際に感染した子供が小学校を休む必要があるお子様このようなお子様の世話を行う場合です。  では、逆にどのような休日が対象外なのか。日曜日や夏休みといったもともと施設がお休みのときは、対象外とされています。学校の授業日ではないときは、対象外です。



3.母性健康管理措置による休暇取得
支援助成金 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
母性健康管理措置による休暇取得支援助成金この助成金は妊娠している女性労働者が休みやすい環境をつくることです。 労働基準法の以外で　賃金相当額の6割以上を支払われる　有給休暇を　与えた事業主に対して　助成金が　用意されています。休暇を合計して　5日以上取得した場合は、25万円、　　以降　上限額100万円までで、1事業所当たり20人まで活用できます。



支給申請の流れ 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
対象となる労働者は新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により必要とされた妊娠中の女性労働者です。①の制度　整備と②社内周知を12月末日までに行ってください。 令和2年5月7日から令和3年1月31日の期間に有給休暇を取得し、申請期限までに申請を行ってください。



4.キャリアアップ助成金 
キャリアップ助成金は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者など、非正規雇用労働者の企業
内のでのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成す
る制度です。 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
4.キャリアアップ助成金です 目的は、非正規労働者のキャリアップを促すことによって、正社員化と処遇改善の実施を目的としている助成金です。助成額はパンフレットに記載されていますように現在の雇用区分によって、違っています。例えば正社員化コースの①のように契約社員を正社員に転換し５％以上賃金アップした。という場合ですと中小企業の場合は、57万円が用意されています。助成金は、計画書を作成し　労働局に提出してください。その後　正社員化をし、処遇改善をして6ヶ月経過後の2ヶ月以内に申請するといった流れです。



5.業務改善助成金 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
5.業務改善助成金 生産性を向上をさせるために　設備投資　やコンサルティング、　人材育成などを行い事業内で　　最も低い賃金を　引上げるのが　目的です。 10月から宮城県の最低賃金をご存じですか？ 昨年度から1円アップの825円です。事業所内最低賃金が825円で、　　賃金を25円以上　　引き上げる　25円コースであれば、 助成額の最大上限額は80万円で、助成率は　5分の4＝80％で生産性要件を満たしていれば、90％の経費が助成されます。



業務改善助成金活用事例 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
業務改善助成金の活用事例としては、事例１設備導入前に使用していたミシンは、縫製パターンが少なく、また作業工程が細かくて業務の効率化ができない状況でした。そこで、助成金を活用して新型電子ミシンを導入することで生産量が4割増大しました。また最大100種類までミシン内に縫製（ほうせい）パターンを覚えることが可能となり、縫製パターンが多様化しました。事例2設備導入前は利用者の送迎時に車いすの積載（せきさい）を行うため、複数の従業員が　必要になっている状況でした。そこで、助成金を活用してリフト付き福祉車両を導入しました。リフト付き福祉車両を導入することで送迎時間および　送迎人員　を削減することができました。



6.働き方改革推進支援助成金 
職場意識改善特例コース 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
6.働き方改革推進支援助成金職場意識改善特例コースの目的は、新型コロナウイルス感染症対策の１つとして、病気休暇制度や、お子さまの休校・休園に関する特別休暇制度を整備し、従業員が安心して休める環境を整備することが目的です。 このコースでは、特別休暇制度を新たに整備し、特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。 助成金額は、上限額50万円の範囲ないで支給対象となる取り組み費用の4分の３もしくは、要件によっては5分の4を助成します。



働き方改革推進支援助成金 
職場意識改善特例コース  

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
助成金申請までの流れ特別休暇の整備、事業実施期間中に必要な手続きを経て、就業規則が施行されていることが必要です。支給対象の取り組みを令和２年２月17日～同年12月31日の期間に実施 します■支給対象の取り組みは、事業実施期間中であれば、交付決定前でも対象となります。支給対象となる取り組みです①就業規則などの作成・変更 ②外部専門家によるコンサルティング ③労務管理担当者・労働者に対する研修 ④人材確保に向けた取り組み ⑤労務管理用機器の導入または更新 ⑥労働能率の増進にかかわる設備の導入または更新 （パソコンなどの購入費用は対象となりません） 交付申請書の申請期限は１月４日までです。



7.65歳超雇用推進助成金 
I. 65歳超継続雇用促進コース 

II. 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 

III.高年齢者無期雇用転換コース 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
65歳超雇用推進助成金は、　生涯現役社会の実現に向けて、65歳以上への定年引上げ等や高年齢者　の雇用管理制度の整備もしくは高年齢者の　有期契約労働者を　無期雇用に転換した事業主に対して助成し、高年齢者の雇用の推進を図る ことを目的としています。この助成金には３つのコースがあります。各コースによって　制度を　規定した際に経費を要した事業主であることや　制度を規定した労働協約または就業規則を整備している事業主であることなど支給要件があります。1.65歳超継続雇用促進コースは、Ａ. 65歳以上への定年引上げ、Ｂ. 定年の定めの廃止、C. 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかを導入した　事業主に対して助成を行うコースです。定年引上げ等の措置の内容や　年齢の引上げ幅、　60歳以上の　雇用保険被保険者数に応じて　、 助成金を支給します。2.高年齢者　評価制度等雇用管理改善コースは高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して一部経費の助成を行うコースです。高年齢者の職業能力を評価する仕組みを賃金に反映させる人事処遇制度の導入　または改善 高年齢者の希望に応じた　短時間勤務制度　もしくは、　隔日（かくじつ）勤務制度などの導入または改善といった制度を導入するために必要な専門家等に対する委託費コンサルタ ントとの相談に要した経費のほか、機器、 システム及びソフトウェア等の導入に要した経費の一部が助成されます。3.高年齢者無期雇用転換コース50歳以上かつ　定年　年齢未満の有期　契約　労働者を無期雇用　に転換させた　事業主に対して助成 を行うコースです。 対象労働者一人につき　中小企業48万円 、 中小企業以外 38万円 支給　申請　年度　1適用事業所　あたり10人まで　助成金が活用できます。



ご清聴ありがとうございました 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
図を入れるこの他にもたくさんの助成金が用意されています。どのような助成金があるのか、知っているのか知らないのかでは大きな差にもなります。ぜひ、センターを大いに利用して情報収集してください。
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